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平成２８年２月２３日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 

平成●●年（○○）第●●号 滞納国税等の差押へ取消請求事件 

口頭弁論終結日 平成２７年１２月１０日 

 

       判     決 

   原告        Ｘ 

被告        国 

処分行政庁     東京国税局長 

 

       主     文 

１ 原告の請求を棄却する。 

２ 訴訟費用は原告の負担とする。 

 

事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 

東京国税局長が平成２７年３月３１日付けで別紙不動産目録（１）記載の土

地の原告持分についてした差押処分を取り消す。 

第２ 事案の概要 

本件は、株式会社の国税の納税義務について保証をし、東京国税局長から納

付通知書による告知の処分（以下「本件告知処分」という。）を受け、その共

有に係る土地の差押え（以下「本件差押処分」という。）を受けた原告が、本

件差押処分に係る差押書（以下「本件差押書」という。）には原告が差し入れ

た納税保証書（以下「本件納税保証書」という。）には記載されていなかった

金額の記載がある、納税義務は既に時効により消滅しているなどとして、本件

差押処分の違法を主張し、その取消しを求める事案であると解される。 

１ 法令の定め 
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（１） 納税保証について 

ア（ア） 税務署長等（国税通則法（以下「通則法」という。）４３条３

項の規定により国税局長が国税の徴収を行う場合には国税局長

（通則法４６条１項）。以下同じ。）が確実と認める保証人の保

証は、国税に関する法律の規定により提供される担保の種類の１

つとする（通則法５０条６号）。 

（イ） 上記（ア）の担保を提供しようとする者は、保証人の保証を証す

る書面を国税庁長官等（その提供先の国税庁長官、国税局長、税務

署長又は税関長をいう。）に提出しなければならない（平成２０年

政令第２１９号による改正前の国税通則法施行令１６条１項、３

項）。 

イ（ア） 税務署長等は、担保の提供されている国税がその納期限（納税

の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る期限を含

む。）までに完納されないときは、その担保として提供された金

銭をその国税に充て、若しくはその提供された金銭以外の財産を

滞納処分の例により処分してその国税及び当該財産の処分費に充

て、又は保証人にその国税を納付させる（通則法５２条１項）。 

（イ） 税務署長等は、上記（ア）により保証人に通則法５２条１項の国

税を納付させる場合には、政令で定めるところにより、その者に対

し、納付させる金額、納付の期限、納付場所その他必要な事項を記

載した納付通知書による告知をしなければならない（通則法５２条

２項前段）。 

上記納付通知書に記載すべき納付の期限は、当該通知書を発する

日の翌日から起算して１月を経過する日とする（国税通則法施行令

１９条）。 

（ウ） 保証人がその国税を（イ）の納付の期限までに完納しない場合に
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は、税務署長等は、その者に対し、納付催告書によりその納付を督

促しなければならない。この場合においては、その納付催告書は、

国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き、その納付の期限

から５０日以内に発するものとする（通則法５２条３項）。 

（エ） 上記（ア）の場合において、担保として提供された金銭又は担保

として提供された財産の処分の代金を通則法５２条１項の国税及

び処分費に充ててなお不足があると認めるときは、税務署長等は、

当該担保を提供した者の他の財産について滞納処分を執行し、また、

保証人がその納付すべき金額を完納せず、かつ、当該担保を提供し

た者に対して滞納処分を執行してもなお不足があると認めるとき

は、保証人に対して滞納処分を執行する（通則法５２条４項）。 

（オ） 上記（エ）により保証人に対して滞納処分を執行する場合には、

税務署長等は、通則法５２条４項の担保を提供した者の財産を換価

に付した後でなければ、その保証人の財産を換価に付することがで

きない（通則法５２条５項）。 

（２） 換価の猶予について 

ア（ア） 税務署長は、滞納者が次のａ又はｂに該当すると認められる場

合において、その者が納税について誠実な意思を有すると認められ

るときは、その納付すべき国税につき滞納処分による財産の換価を

猶予することができる。ただし、その猶予の期間は、１年を超える

ことができない（平成２６年法律第１０号による改正前の国税徴収

法（以下「徴収法」という。）１５１条１項）。 

ａ その財産の換価を直ちにすることによりその事業の継続又はそ

の生活の維持を困難にするおそれがあるとき。 

ｂ その財産の換価を猶予することが、直ちにその換価をすることに

比して、滞納に係る国税及び最近において納付すべきこととなる国
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税の徴収上有利であるとき。 

（イ） 税務署長は、上記（ア）の換価の猶予をする場合において、必要

があると認めるときは、差押えにより滞納者の事業の継続又は生活

の維持を困難にするおそれがある財産の差押えを猶予し、又は解除

することができる（徴収法１５１条２項）。 

イ（ア） 通則法４６条４項から７項まで（納税の猶予の場合の分割納付

等）の規定は、徴収法１５１条１項の規定による換価の猶予につい

て準用する（徴収法１５２条）。 

（イ） 税務署長等は、平成２４年法律第１６号による改正前の通則法

４６条２項又は平成２６年法律第１０号による改正前の通則法４

６条３項の規定による納税の猶予をする場合には、その猶予に係る

金額に相当する担保を徴さなければならない（平成２６年法律第１

０号による改正前の通則法４６条５項本文）。 

（３） 国税の徴収の所轄庁等について 

国税の徴収は、その徴収に係る処分の際におけるその国税の納税地を所

轄する税務署長が行う。そして、国税局長は、必要があると認めるときは、

その管轄区域内の地域を所轄する税務署長からその徴収する国税について

徴収の引継ぎを受けることができる（通則法４３条１項本文、同条３項）。 

２ 前提事実（争いのない事実、顕著な事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨

により容易に認められる事実） 

（１） 訴外会社に対する滞納処分等の状況 

ア 東京国税局長は、平成９年４月１７日、Ａ株式会社（当時の商号。平

成１２年３月１０日にＣ株式会社に商号変更。以下「訴外会社」という。）

の別紙租税債権目録（１）記載の国税（以下「本件滞納国税（別件差押

時点分）」という。）の滞納処分として、別紙不動産目録（２）記載１

の不動産（以下「別件不動産」という。）を差し押さえ（以下「別件差
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押処分１」という。）、平成９年４月２１日、その旨の登記をした（乙

２、３）。 

また、東京国税局長は、平成９年４月２５日、訴外会社の滞納国税の滞

納処分として、別紙不動産目録（２）記載２～４の各不動産を差し押さえ

（以下「別件差押処分２」という。）、同月３０日及び同年５月１日、そ

の旨の登記をした（乙４の１・２、５の１～３）。 

イ 訴外会社の代表取締役であったＢ（以下「Ｂ」という。）及び原告は、

平成９年５月２０日、東京国税局を訪れ、別件差押処分１及び同２につ

き換価の猶予を得るため、徴収担当職員に対し、①訴外会社が同日付け

の別紙租税債権目録（２）記載の国税（以下「本件滞納国税（保証時点

分）」という。）の納税担保としてＢ及び原告の納税保証を提供し、訴

外会社が上記納税保証の提供を承諾する旨が記載された訴外会社作成に

係る両日付け担保提供書及び②Ｂ及び原告が連帯して本件滞納国税（保

証時点分）を納税保証する旨が記載され、Ｂ及び原告が保証人欄にそれ

ぞれ署名押印した同人ら作成に係る同日付け納税保証書（本件納税保証

書。以下、本件納税保証書に係る納税保証を「本件納税保証」という。）

を提出した（甲５、乙１、６、７、弁論の全趣旨）。 

また、訴外会社は、徴収担当職員に対し、換価の猶予に係る滞納国税を

納付するため、先日付小切手１２枚を提供して納付委託をし（以下「本件

納付委託」という。）、徴収担当職員は、訴外会社に対し、納付受託証書

を交付した（乙１１の１・２、弁論の全趣旨）。 

ウ 東京国税局長は、Ｂ及び原告の納税保証を担保として徴し、猶予期間

を平成９年５月２３日から平成１０年５月２２日までの１２か月として、

平成９年５月２３日、徴収法１５１条１項に基づき、本件滞納国税（保

証時点分）の滞納処分による財産の換価を猶予することを決定した（乙

１２）。 
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そして、東京国税局長は、平成９年５月２３日付けで、別件差押処分２

を解除した（乙５の１～３、１３の１・２）。 

（２） 原告に対する徴収手続 

ア 訴外会社は、平成１０年５月２２日までに滞納国税を完納しなかった

（弁論の全趣旨）。 

イ 東京国税局長は、平成１９年１２月１１日、別件差押処分１に係る別

件不動産を公売した（乙３）。 

ウ 東京国税局長は、訴外会社が所有する別紙不動産目録（２）記載５～

７の各不動産（以下「別件参加差押不動産」という。）について、既に

埼玉県行田市長が滞納処分により差押えしていたことから、平成２０年

４月１６日、徴収法８６条の規定に基づき、行田市長に対して参加差押

えをし（以下「別件参加差押え」という。）、訴外会社に対して参加差

押通知書を送達した上で、同月２３日、その登記を了した（乙１４、１

５の１～３）。 

なお、別件参加差押えは、先順位の差押権者である行田市長が平成２０

年５月１３日に差押えを解除し、第２順位の参加差押権者であった羽生市

長が平成２５年８月９日に参加差押えを解除したことから、東京国税局長

が第１順位の差押権者となり、徴収法８７条１項の規定に基づき、別件参

加差押えについて差押えの効力が生じた（乙１５の１～３）。 

エ 東京国税局長は、平成２７年２月１０日、別件参加差押不動産につい

て、見積価額を１３０万円として公売に付したが、入札はなかった（乙

１６、弁論の全趣旨）。 

オ 東京国税局長は、通則法５２条２項に基づき、原告に対し、平成２０

年５月１３日付け納付通知書（以下「本件納付通知書」という。）を送

付して、同日付の残高である別紙租税債権目録（３）記載の国税（以下

「本件滞納国税（告知時点分）」という。）について、納付の期限を同
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年６月１３日として、本件告知処分をした（甲６、乙１７、弁論の全趣

旨）。 

カ 東京国税局長は、平成２０年６月２０日、通則法５２条３項に基づき、

原告に対し、納付催告書（以下「本件催告書」という。）により本件滞

納国税（告知時点分）の納付を督促した（甲７、弁論の全趣旨）。 

キ 原告は、異議申立て、審査請求を経て、平成２１年４月２８日、東京

地方裁判所に対し、本件告知処分の取消しを求める訴えを提起したが（平

成●●年（○○）第●●号。以下「別件訴訟」という。）、東京地方裁

判所は、平成２２年４月２７日、原告の請求を棄却する旨の判決をし（以

下「別件判決」という。）、原告が控訴をしなかったことから、同判決

は、同年５月１１日の経過をもって確定した（乙１８～２０、弁論の全

趣旨）。 

ク 東京国税局長は、平成２７年３月３１日、本件滞納国税（告知時点分）

のうち、同日付けで完納されていなかった別紙租税債権目録（４）の国

税（以下「本件滞納国税（本件差押時点分）」という。）を徴収するた

め、原告が所有する別紙不動産目録（１）記載の不動産（以下「本件不

動産」という。）を差し押さえ（本件差押処分）、本件差押書を原告に

送達した上で、同年４月３日、その旨の登記をした（甲７、１１、乙２

１、２２、弁論の全趣旨）。 

ケ 原告は、平成２７年４月１３日付けで、国税不服審判所長に対し、本

件差押処分等に不服があるとして審査請求をした（甲１０）。 

コ 原告は、平成２７年７月１７日、本件訴訟を提起した（顕著な事実）。 

サ 原告は、平成２７年８月３日、上記ケの審査請求を取り下げた（乙２

３）。 

３ 争点 

本件差押処分の適法性 
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４ 当事者の主張の要旨 

（被告の主張の要旨） 

（１） 東京国税局長は、平成２０年５月１３日付けで、原告に対し、本件告知

処分を行い、納付の期限である同年６月１３日までに本件滞納国税（告知

時点分）が完納されなかったことから、同月２０日付けで、原告に対し、

本件催告書によりその納付を督促したが、本件滞納国税（告知時点分）に

ついては、本件催告書を発した日から起算して１０日を経過してもなお完

納されていなかった。そして、東京国税局長は、平成２７年３月３１日、

訴外会社が所有する財産は、別件参加差押不動産だけであり、公売に付し

でも入札がなく、訴外会社に対して滞納処分を執行してもなお不足がある

ことが明らかであったことから、通則法５２条４項並びに徴収法４７条１

項及び同法６８条の規定に基づき、本件差押処分を行ったのであって、こ

れらの手続には何らの瑕疵も存しない。したがって、本件差押処分は適法

である。 

（２） 原告の主張について 

ア 原告は、本件納税保証書に記載された滞納国税（本件滞納国税（保証

時点分））の金額と本件納付通知書に記載された滞納国税（本件滞納国

税（告知時点分））の金額が異なることなどから本件差押処分は無効で

ある旨主張するようであるが、①本件納税保証書には、保証文言として

「換価の猶予に係る下記納税者の猶予税額を私ども保証人連帯で納税保

証をします。」と記載されており、また、②本件納税保証書に添付され

た滞納金目録の「本税」欄及び「加算税」欄には、それぞれ滞納金額が

記載されており、「延滞税」欄には、金額が確定しているものについて

は金額が、確定していないものについては「要す」との文言がそれぞれ

記載されているところ、上記滞納金目録の「延滞税」欄の「要す」とい

う旨の記載は、本税が完納される時点で確定する延滞税の全額を納税保
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証するものであり、原告は、上記滞納金目録に確定額をもって記載され

ていない延滞税についても、本件納税保証書の提出時点までに発生して

いたもの及びその後発生したものの全額について、保証人として納付す

べき義務を負うというべきである。 

なお、原告は、別件訴訟においても同様の主張をしており、上記主張は

別件訴訟の蒸し返しに過ぎない。 

イ 原告は、本件納付通知書には本件納税保証書に記載されていない金額

が記載されている旨主張するが、これは、本件納税保証書の作成時には、

延滞税が未確定であったため、滞納金目録の「延滞税」欄には、「要す」

と記載されていたところ、本件納付通知書の作成時には、延滞税の金額

が確定していたため、それぞれ、４０３万９０００円、５６万１６００

円及び５４万５２００円と確定額が示されたにすぎず、上記金額は本件

滞納国税（保証時点分）と同一である。 

ウ 原告は、本件滞納国税（本件差押時点分）に係る徴収権の消滅時効が

完成しており、本件差押処分が違法である旨を主張するようであるが、

東京国税局長による別件差押処分１により時効が中断し、この時効中断

の効力は、中断事由が終了する時まで、すなわち、別件差押処分１に係

る別件不動産の公売が終了した平成１９年１２月１１日まで及ぶ。そし

て、平成１９年１２月１２日から新たに時効期間が進行することとなる

が、東京国税局長が滞納国税を徴収するため、平成２０年４月１６日付

けで、別件参加差押えを行ったことにより、消滅時効が完成する５年を

経過する前に、時効が中断している。そして、消滅時効中断の効力は、

延滞税にも及び、また、保証人である原告にも及ぶから、原告の保証人

として納付すべき義務もまた時効消滅していない。 

（原告の主張の要旨） 

（１） 本件納税保証書を書いた経緯等について 
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本件納税保証書は、Ｂから頼まれ、同人とともに訴外会社の不動産に対

する差押えを解除してもらうため東京国税局に赴いた際、担当者から原告

が納税保証書を書いてくれればということで、東京国税局の誘導の下で書

いたものである。Ｂは当日代表者印も個人印も持ち合わせず、後日押印と

印鑑証明書を持参しており、原告も後日印鑑証明書を提出したものであっ

て、当日提出された書類は不備な書類である。担当者から保証書に対する

一切の説明はなく、「後日数字を書き入れます」との一言で、原告は単に

土地の担保を外すための保証書と認識していた。また、本件納税保証書に

記載された保証金額は民法上の債務保証と同じく限定的なものと考えるべ

きである。 

（２） 所定の手続に基づかない差押えの取消しについて 

ア 本件納税保証書に記載された本件滞納国税（保証時点分）の税額は、

法人税等の本税が合計１８７９万１７９５円、加算税の合計が３１７万

１０００円、延滞税の合計が２８４万４０００円で、総合計が２４８０

万６７９５円であるが、本件納付通知書に記載された本件滞納国税（告

知時点分）の税額は、法人税等の本税が１７８万５８５０円、加算税が

合計３１７万１０００円、延滞税が合計１０４８万３２００円で、総合

計が１５４４万００５０円であり、法人税等の本税は１７００万５９４

５円の減額、加算税は同額、延滞税は７６３万９２００円の増額となっ

ている。 

イ 本件滞納国税（告知時点分）のうち、平成５年１月２５日を納期限と

する源泉所得税の延滞税額４０３万９０００円と、平成４年６月２２日

を納期限とする法人税の延滞税額５４万５２００円及び５６万１６００

円は、いずれも本件納税保証書には記載されていない。 

ウ 本件差押書に記載された本件滞納国税（本件差押時点分）の延納金合

計２２２５万９９２２円については、本件納税保証書とは別の債務であ
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り、原告は、東京国税局より「納付通知書」を受け取っていない。 

このように、所定の徴収手続に基づかない本件差押書は無効である。 

（３） 本件納付委託による未納税金の回収について 

本件の滞納国税については、訴外会社から１２枚の先付小切手が取られ、

その１１枚については額面２００万円とし、最後の１枚を白地として当局

が残額を記入し、翌年その残額を均等額（１２枚）の先付小切手を取ると

いう方法で徴収が行われ、合計約１３００万円が納付されている。先付小

切手の取得は未納税金の回収行為であり、小切手を取得した時点で受取小

切手という債権が成立しているところ、原告は本件滞納国税（保証時点分）

を保証しただけで、小切手債権は保証していない。よって、本件滞納国税

（保証時点分）に対する保証債務は減少していると考えられる。 

（４） 本件滞納国税（本件差押時点分）の時効成立について 

訴外会社の本店所在地は、平成１４年１０月に神奈川県に移転し、平成

１９年６月に東京都に戻っているところ、この５年間には未納税に対する

督促状は一切受領されていない可能性があり、通則法上の時効が成立して

いる。 

（５） 原告のその他の主張について 

ア 平成１４年当時、訴外会社については破産準備のための財産整理が行

われ、また、Ｂの個人財産については、裁判所の破産手続が行われてい

たが、東京国税局は参加しておらず、重大な手落ちがある。 

イ また、原告が東京国税局の誘導に基づいてから１１年も経過し、偶然

原告の債務保証が発見されたことによりされた通知書は違法であると考

えられる。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 前記前提事実のとおり、本件差押処分は、訴外会社の本件滞納国税（別件差

押時点分）の滞納処分としてされた不動産に対する差押えにつき換価の猶予を
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得るため、原告の納税保証が担保として徴されていたところ、上記換価の猶予

に係る猶予期間が満了しても滞納国税が完納されなかったことから、原告に対

する本件告知処分を経た上、原告の共有に係る本件不動産の原告の共有持分に

対してされたものである。そして、東京国税局長は、平成２０年５月１３日付

けで原告に対して本件告知処分を行い、納付の期限である同年６月１３日まで

に本件滞納国税（告知時点分）が完納されなかったことから、同月２０日付け

で原告に対して本件催告書によりその納付を督促したが、本件滞納国税（告知

時点分）については、本件催告書を発した日から起算して１０日を経過しても

なお完納されず、また、訴外会社が所有する財産は別件参加差押不動産だけで

あり、公売に付しても入札がなく、訴外会社に対して滞納処分を執行してもな

お不足があることが明らかであったことから、平成２７年３月３１日に本件差

押処分を行ったものである（弁論の全趣旨）。 

２ ところで、前記前提事実（２）キのとおり、原告は、平成２１年４月２８日、

東京地方裁判所に対し、本件告知処分の取消しを求める別件訴訟を提起してい

るのであるが、同訴訟については、平成２２年４月２７日に原告の請求を棄却

する旨の別件判決がされ、同判決は、同年５月１１日の経過をもって確定して

いる。そうすると、原告は既に本件告知処分の有効性を争うことはできないの

であるから、本件差押処分の適法性を判断するに当たっては、本件告知処分が

有効であることを前提として、その後に生じた事情等により、本件差押処分が

違法となるか否かを検討すれば足りるというべきである。そこで、このような

観点から、以下、原告の主張について検討する。 

（１） 本件納税保証書を書いた経緯等に係る主張について 

原告は、本件納税保証書は、Ｂに依頼されて訴外会社の不動産に対する

差押えを解除してもらうため、東京国税局の誘導の下で書いたものであり、

担当者から保証書に対する一切の説明はなく、「後日数字を書き入れます」

との一言で、原告は単に土地の担保を外すための保証書と認識していたな
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どと主張するが、これは、本件告知処分後の事情ではなく、また、原告は、

別件訴訟においても同様の主張をしていたものである（乙２０）。よって、

上記主張は本件差押処分の適法性を左右するものとはいえない。 

（２） 所定の手続に基づかない差押えの取消しに係る主張について 

ア 原告は、①本件納税保証書に記載された本件滞納国税（保証時点分）

の税額と本件納付通知書に記載された本件滞納国税（告知時点分）の税

額が異なること（前記第２の４（原告の主張の要旨）（２）ア）、②本

件納税保証書に本件納付通知書に記載されていない税額の記載があるこ

と（同イ）、③本件差押書に記載された延納金合計２２２５万９９２２

円については、本件納税保証書とは別の債務であり、原告は、東京国税

局より「納付通知書」を受け取っていないこと（同ウ）を主張する。し

かし、上記①、②は本件告知処分後の事情ではなく、また、原告は、別

件訴訟においても上記②と同様の主張をしていたものである（乙２０）。

そこで、上記③の点について検討する（なお、原告は「本件差押書に記

載された延納金合計２２２５万９９２２円」としているが、本件差押書

（甲７）には加算税と延滞税が記載されているところ、加算税のみの合

計金額は１６５万２９２０円、延滞税の合計金額は２０７０万１７０２

円であり、総合計額は２２３５万４６２２円であるから、原告の計算は

違算であると認める。）。 

イ 本件差押書（甲７）及び平成２７年３月３１日現在における滞納税額

証明書（乙２１）によれば、本件滞納国税（本件差押時点分）は別紙租

税債権目録（４）記載のとおりであり、本件納税保証書（甲５、乙１）

及び平成９年５月２０日現在における滞納税額証明書（乙６）によれば、

本件滞納国税（保証時点分）は別紙租税債権目録（２）のとおりである

ところ、別紙租税債権目録（２）の順号１～１２、１４、１６～１８は、

別紙租税債権目録（４）の順号１～１６に対応するものであると認めら
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れる（両者の対応関係の詳細は、別紙「本件滞納国税の異動状況」のと

おりである。）。このうち、本件滞納国税（本件差押時点分）に対応す

る本件差押書においては、「延滞税」が確定金額で記載されているとこ

ろ、これらは、いずれも、別紙租税債権目録（２）に対応する本件納税

保証書の「延滞税」欄においては「要す」と記載されていたものであり、

本税が完納されていないことから具体的な延滞税額が確定していないも

のについて「要す」との文言がそれぞれ記載されていたが、本件差押書

においては、所要の計算の上、確定金額で記載されたものであると解さ

れる（弁論の全趣旨）。 

ウ 原告は、上記のとおり、本件差押書に記載された延納金合計２２２５

万９９２２円については、本件納税保証書とは別の債務である旨主張す

るが、上記イにおいて述べたところに照らすと、本件滞納国税（本件差

押時点分）が、本件滞納国税（保証時点分）とは別の債務であるとはい

えない。ところで、「本件納税保証書を書いた経緯等」に係る前記第２

の４（原告の主張の要旨）（１）の主張も踏まえると、上記ア③の原告

の主張は、本件納税保証書に確定金額で記載されていないものについて

は、原告は納税保証をしておらず、保証債務を負わないという趣旨とも

解される。しかしながら、原告は、別件においても同様の主張をし、こ

れが排斥されて、本件告知処分時の延滞税分についても保証債務が及ぶ

とされたものであるところ、本件納税保証書の記載内容等からみても、

本件滞納国税（本件差押時点分）の延滞税分については保証債務が及ば

ないことをうかがわせるような事情があるとは認められない。 

エ よって、本件差押書に記載された延納金合計２２２５万９９２２円（上

記のとおり、原告の違算であり、加算税の合計金額１６５万２９２０円、

延滞税合計金額２０７０万１７０２円又は総合計額２２３５万４６２２

円の趣旨と解される。）については、本件納税保証書とは別の債務であ
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り、原告は、東京国税局より「納付通知書」を受け取っていない旨の原

告の主張は採用できない。 

（３） 本件納付委託による未納税金の回収に係る主張について 

原告は、滞納国税につき、訴外会社から１２枚の先付小切手が取られ、

その１１枚については額面２００万円とし、最後の１枚を白地として当局

が残額を記入し、翌年その残額を均等額（１２枚）の先付小切手を取ると

いう方法で徴収が行われていたことなどから、本件滞納国税に対する保証

債務は減少している旨主張するが、これは、本件告知処分後の事情ではな

く、また、原告は、別件訴訟においても同様の主張をしていたものである

（乙２０）。よって、上記主張は本件差押処分の適法性を左右するものと

はいえない。 

（４） 本件滞納国税（本件差押時点分）の時効成立について 

原告は、訴外会社の本店所在地は、平成１４年１０月に神奈川県に移転

し、平成１９年６月に東京都に戻っているところ、この５年間には未納税

に対する督促状は一切受領されていない可能性があり、通則法上の時効が

成立している旨主張する。しかしながら、原告は、別件訴訟においても同

様の主張をし、これが排斥されて、本件滞納国税（告知時点分）が本件告

知処分の時点（平成２０年５月１３日）において時効消滅していないとの

判断がされていたものである（乙２０）。 

そこでその後の時効消滅の有無についてみると、国税の徴収権は、その

国税の法定納期限等（法定納期限及び過怠税についてはその納税義務の成

立の日をいう。以下同じ。）から５年間行使しないことによって時効消滅

し（通則法７２条１項及び２項）、時効中断事由が認められる場合には、

当該時効中断事由に応じた所定の期間を経過した時から更に時効が進行す

るところ（通則法７３条１項、７２条３項、民法１４７条参照）、前記前

提事実（２）ウ及びオのとおり、本件においては、本件告知処分がされた
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平成２０年５月１３日に先立つ同年４月１６日、東京国税局長が滞納国税

を徴収するため別件参加差押えを行っており、これにより、それまで進行

していた時効は中断している（通則法７３条１項５号、徴収法８６条１項

参照）。そして、別件参加差押えの効力は、少なくとも別件参加差押不動

産について公売が実施された平成２７年２月１０日までは継続していたと

解されるところ、本件差押処分は同日から５年を経過しない同年３月３１

日にされているのであるから、消滅時効に係る時効期間が経過していない

ことは明らかである。そして、上記各時効中断の効果は、延滞税にも及び

（通則法７３条５項）、また、保証人である原告にも及ぶ（通則法７２条

３項、民法４５７条１項）。 

よって、本件滞納国税（差押時点分）の納税義務は時効消滅していない

というべきである。なお、同義務が時効消滅したとして原告が主張するそ

の他の事由は、そもそも時効の完成に無関係の事情であるか、既に述べた

ところから採用することができない。 

（５） 原告のその他の主張について 

ア 平成１４年当時、訴外会社については破産準備のための財産整理が行

われ、また、Ｂの個人財産については、裁判所の破産手続が行われてい

たが、東京国税局は参加しておらず、重大な手落ちがあるなどと主張す

るが、これは、本件告知処分後の事情ではなく、また、原告は、別件訴

訟においても同様の主張をしていたものである（乙２０）。よって、上

記主張は本件差押処分の適法性を左右するものとはいえない。 

イ 原告は、原告が東京国税局の誘導に基づいてから１１年も経過し、偶

然原告の債務保証が発見されたことによりされた通知書は違法であると

考えられる旨主張するところ、その趣旨は必ずしも明らかではないが、

いずれにしても、本件告知処分の違法をいうものと解される。これまで

述べてきたとおり、別件判決の確定により、原告は既に本件告知処分の
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有効性を争うことはできないのであって、同処分の有効性に係る上記主

張は採用できない。 

（６） 以上のとおりであって、原告の主張はいずれも採用できない。 

３ よって、本件差押処分は適法である。 

第４ 結論 

以上によれば、原告の請求は理由がないからこれを棄却することとして、主

文のとおり判決する。 
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